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Ⅰ－１

１ 工程管理 

受注者は、工程管理を工事内容に応じた方式（ネットワーク（ＰＥＲＴ）又はバーチャート

方式など）により作成した実施工程表により行うものとする。ただし、応急処理又は維持工事

等の当初工事計画が困難な工事内容については、省略できるものとする。

（管理方式）

(1) 全体工程表（バーチャート） （参考例－１）

(2) 全体工程表（ネットワーク） （参考例－２）

(3) 部分工程表 （参考例－３）

(4) 斜線式工程表による進度管理 （参考例－４）

(5) ネットワークによる進度管理 （参考例－５）

(6) 月別工事進捗状況報告書（下水道工事様式集 参照） （参考例－６）



（参考例－１）

（１）      （バーチャート）

（参考例－３）
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（2）全体工程表（ネットワーク） 
（参考例－２）
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（参考例－３）
（3） 
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（参考例－４）

（4） 
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（参考例－５）

（5）ネットワーク 
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（参考例－６）
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２ 出来形管理 

受注者は、出来形を出来形管理基準に定める測定項目及び測定方法により実測し、設計値と実

測値を対比して記録した出来形表又は出来形図を作成し管理するものとする。

出来形管理基準及び規格値は、土木工事共通仕様書（Ⅱ 施工管理関係）及び本要領の出来形

管理によるものとする。
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３ 品質管理 

(1) 品質管理基準及び規格値は、土木共通仕様書（Ⅱ 施工管理関係）及び本要領の品質管

理基準によるものとする。 

(2) 下水道の主要資器材のうち、日本下水道協会規格の材料については、同協会の下水道用資

器材製造認定工場の製品でなければならない。なお、同協会発行の検査証明書等により品質

が確認できるため、特に必要とされる場合を除き検査成績表の提出は省略してよい。また、

日本産業規格で規定している製品については日本産業規格表示許可工場の製品でなければな

らない。 

(3) 下水道の主要資器材のうち、特に必要と認める下記の資器材については、広島市が規格を

定め、その製造工場を認定しており、これらの材料については、広島市下水道用資器材製造

認定工場の製品でなければならない。なお、工場認定にあたりあらかじめ品質を確認してい

るため、特に必要とされる場合を除き検査成績表の提出は省略してよい。 

（ア）下水道用鋳鉄製マンホールふた（一般用、滑り止め用）

（イ）下水道用鋳鉄製防護ふた

（ウ）下水道用鋳鉄製防護ふた用鉄筋コンクリート製台座

(4)  新設又は改築する下水道工事(開削及び立坑工事)における埋戻し土の品質管理は、下水道工

事 品質管理 Ｉ-20 による。
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下水道工事主要資器材 品質管理基準及び規格値

工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

管

きょ

材

料

必

須

※ 下水道用鉄筋コンクリート管 JSWAS A-1 外観及び形状、寸法検査
（カラー及びゴム輪を含む）

外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の
外観検査にあたっては、個々
の製品について日本下水道
協会の標章（認定マーク）及
び管種を確認する。

※ 下水道用鉄筋コンクリート卵
形管

JSWAS A-5 

※ 下水道推進工法用鉄筋コンクリー
ト管

JSWAS A-2 外圧試験
（ひび割れ荷重）

１組（呼び径 150～300 は 500 本、
400～1000は200本、1,100～1,800
は 150本、2,000～3,000は 100本）
につき１本の試験を製造者に実施さ
せ適宜立ち会う。
１組の端数については監督職員の
指示により実施する。

※

※

下水道小口径推進工法用鉄筋コ
ンクリート管

下水道推進工法用ガラス繊維鉄筋
コンクリート管

JSWAS A-6 

JSWAS A-8 

※ 下水道用硬質塩化ビニル管 JSWAS K-1 外観及び形状、寸法検査 外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

※

※

下水道用硬質塩化ビニル卵形管

下水道推進工法用硬質塩化ビニ
ル管

JSWAS K-3 

JSWAS K-6 

引張り試験
へん平試験
負圧試験
浸せき試験

※ 下水道用リブ付硬質塩化ビニル管 JSWAS K-13 

※ 下水道用強化プラスチック複合管 JSWAS K-2 外観及び形状、寸法検査 外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

偏平たわみ試験
偏平破壊試験
継ぎ手部水圧試験
浸せき試験

※ 下水道用ダクタイル鋳鉄管 JSWAS G-1 外観及び形状、寸法検査 外観は全数、その他は監督職員の
指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の
外観検査にあたっては、個々
の製品について日本下水道
協会の標章（認定マーク）及
び管種を確認する。
マーク(水)を確認（仕切弁等
も同様）する。

※ ダクタイル鋳鉄管（JIS規格） JIS G 5526 
JIS G 5527 

※印の製品については、JIS 表示認証工場、（公社）日本下水道協会または広島市認定工場製品に指定しており、検査成績表及び品質証明書の提出は不要とする。
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工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

管

きょ

材

料

必

須

※ 下水道シールド工事用鋼製セグメ

ント

JSWAS A-3 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の

外観検査にあたっては、個々

の製品について日本下水道

協会の標章（認定マーク）を

確認する。
水平仮組検査

当初の製品について製造者に検査

を実施させ立ち会う。

検査成績表を提出する。

材料検査

溶接検査

鋼材及びボルト、ナットその他付属

材の規格証明書を提出する。

※ 下水道シールド工事用コンクリート

系セグメント

JSWAS A-4 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

水平仮組検査

1000リングに 1回および新品の型枠

を大補修し使用するごとに製造者に

検査を実施させ立ち会う。

検査成績表を提出する。

性能検査

・単体曲げ試験

・継ぎ手曲げ検査

・推力検査

・つり手金具の引抜き試験

性能検査は 500 リングごとに 1 回及

びコンクリートの品質管理から四季

を考慮し、連続 3 ヶ月の製造リング

数が 500 リング未満の場合は 1回製

造者に試験を実施させ立ち会う。

検査成績表を提出する。

ボルト、ナットその他の付属材料は

規格証明書を提出する。

※印の製品については、JIS 表示認証工場、（公社）日本下水道協会または広島市認定工場製品に指定しており、検査成績表及び品質証明書の提出は不要とする。
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工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

マンホール

材

料

必

須

※ 下水道用鋳鉄製マンホールふた

（広島市認定工場製品）

広島市規格

JSWAS G-4 

外観及び形状、寸法検査

静荷重試験

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の

外観検査にあたっては、個々

の製品について日本下水道

協会の標章（認定マーク）を

確認する。

※ 下水道用鋳鉄製防護ふた

コンクリート製台座（下水道用

鋳鉄製防護ふた用）

（広島市認定工場製品）

広島市規格

JSWAS G-3 

※ 下水道用マンホール測塊（斜型ブ

ロック、床版ブロック）

JIS A 5372 外観及び形状、寸法検査

圧縮強度試験

※ 下水道用鉄筋コンクリート製組立

マンホール

JSWAS A-11 

足掛け金物（現場打ちマンホール用） 規格なし 外観及び形状、寸法検査

足掛け金物（組立マンホール用） 規格なし 外観及び形状、寸法検査 製造者にカタログ又は形状寸法等

を明示する資料を提出させ、全数実

施する。

製造者の試験成績表を提出させる。

※ 下水道用硬質塩化ビニル製小型

マンホール

JSWAS K-9 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。
引張り試験

荷重試験

負圧試験

浸せき試験

ます

材

料

必

須

※ 汚水ます及びふた JSWAS K-7 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

日本下水道協会規格製品の

外観検査にあたっては、個々

の製品について日本下水道

協会の標章（認定マーク）を

確認する。

引張り試験

荷重試験

負圧試験

浸せき試験



雨水ます 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

圧縮強度試験 製造者の試験成績表を提出させる。

雨水ますふた 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

※印の製品については、JIS 表示認証工場、（公社）日本下水道協会または広島市認定工場製品に指定しており、検査成績表及び品質証明書の提出は不要とする。
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工種 種別 区分 品 名 検 査 規 格 試験検査項目 試験検査基準 備 考

２９
．
下

水

道

その

他

材

料

必

須

ＰＣ桁（プレテンション） 外観及び形状、寸法検査 外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

プレキャスト部材の工場製作

要領及び運搬計画書を提出

させる。
曲げ強さ試験 1組（200本）につき１本のひび割れ

試験製造者に実施させ立ち会う。検

査成績表を提出させる。

越流せき板 外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

材料の品質・規格証明書を提出す

る。

グレーチング

手すり

外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

製造者のカタログ又は、形状寸法等

を明示する資料（タワミ量等）を提出

する。

手すりは施工承諾図を作成

する。

板（ふた） 外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

施工承諾図及び計算書を作

成する。重要なものについて

は載荷試験を実施し、成績表

を作成する。

トラフ 外観及び形状、寸法、品質

検査

外観検査は全数、その他は監督職

員の指示により実施する。

施工承諾図及び計算書を作

成する。

その他 外観及び形状、寸法、品質

検査

監督職員の指示による。
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５ デジタル工事写真管理 

(1) 写真管理に関する基準 

写真管理に関する基準については、土木工事共通仕様書（Ⅱ 施工管理関係）のほか、国土交通省の「工

事完成図書の電子納品等要領」、「デジタル写真管理情報基準」による。

(2) 工事写真の電子納品について 

本工事は、電子納品対象工事とする。電子納品とは、工事写真を電子データで納品することをいう。こ

こでいう電子データとは、「広島市電子納品の手引（令和３年３月）」に基づいて作成したものを指す。 

成果物は、「手引」に基づいて作成した電子データを電子媒体（ＣＤ－Ｒを原則とする）で２部、電子

データを印刷した写真帳（ダイジェスト版とする。詳細は監督職員との協議による。）を１部提出すること。 

電子納品にあたっては、電子納品チェックシステムによるチェックを行い、エラーがないことを確認し

た後、ウィルス対策を実施したうえで提出すること。 

なお、電子納品により難い書類は、監督職員と協議して提出方法を決定すること。 

(3) 提出の様式 

① 提出する物 

1) 電子媒体納品書
2) 電子納品検査前協議チェックシート
3) チェックシステムエラーリスト
4) 電子媒体（成果品はＣＤ－Ｒ(正副２部)、調査映像はＤＶＤ－Ｒ）
5) 写真一覧（撮影内容がわかるようにコマ撮りしたもの ダイジェスト版1部）
6) その他 (特記仕様書等により明示したもの) 

② 写真帳(ダイジェスト版１部)のレイアウト等について 

写真帳のレイアウトは、必要に応じて参考図、部分拡大写真（黒板など）等を添付する。 

また、写真のコメントについては、適時表示する。 

(4) 電子成果品作成方法 

電子成果品の詳細な作成方法は、「広島市電子納品の手引（令和３年３月）」によること。 












































































































































































































































































































































